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Ⅰ．はじめに  

    

 ヒトの体の 60%は水で構成されている。これを維持するために私たちは、一日に 2～3L の

水を摂取し、同量を排泄している。この水、すなわち飲料水は原水である河川水や湧水に依存

している。従って、生命や衛生上の観点から、河川水などの水質が良好であることが要求され

る[1]。 

しかるに、平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故

により、大量の放射性物質が環境中に放出され、大気・土壌・農産物・水にと影響を及ぼした

[2]。このため首都圏においても利根川・荒川水系の浄水場で、事故後に飲料水中に含まれる

放射性物質の量が乳児に対する規制値を超えて検出された。 

3 月 22 日に水道水汚染の報道がなされると、まもなくスーパーやコンビニエンスストアの

棚からペットボトルの飲料水が無くなってしまった。これは放射線がヒトの遺伝子を損傷する

ことによるがんへの恐れなどから、首都圏をはじめとする多くの人々が水への危機感を募らせ

たことによる結果である。 

関東地方の放射性物質の状況については、文部科学省による航空機や走行サーベイによるモ

ニタリング[3]や、環境省による東葛地域の河川、湖沼及び海域における放射性セシウムの調

査[4]などが行われている。 

また，関東地方を流れる河川の下流域に位置する浄水場においては，浄水などの測定が実施

されている[5]。 

しかし、首都圏における飲料水の主要な水源であり、かつ、人々の生活の場である多摩川、

及びその流域における放射性物質の影響に係わる体系的な調査研究はなされていない。 

そこで本研究では、この地域の大気中の放射線量を測定すると共に、河川水、土壌および飲

料水の放射性物質濃度を測定し、放射性物質による水環境の汚染状況の調査を行う。さらに、

河川水および飲料水の水質検査を行い、災害時の飲料水への適応性についても考察する。 

これらの研究成果をもとに、多摩川流域の人々をはじめ、広く一般の市民に対して、放射性

物質による影響、水環境および安全な生命の水について、共に学べる場を設けて、想定外の出

来事においても自ら考えることができる広い視野を持つ市民の育成にも努める。 

 

Ⅱ．材料と方法  

 

Ⅱ-1. 地点と採取試料  

 多摩川の上流域 2か所（丹波山村、奥多摩町）、中流域 2か所（羽村市羽村、羽村市小作）、

下流域 2か所（大田区ガス橋、大田区多摩川大橋）を選定し、平成 24年 4月 11日から平成

25年 10月 18日にかけて、定期的に、河川水、水中底質・河岸の土壌および多摩川周辺の湧

水を採取した。試料採取地点を（図１）に示す。 

 

Ⅱ-2. サンプリング方法 

１）水 

 河川水は、河岸から河川中央に向かって約 1 mの場所で、水面から 20 cm～30 cmの深さ

の水を 50 ml容器に採水した。飲料水は，蛇口から死水を放水後、50 ml容器に採水した。 

湧水は，そのまま 50 ml容器に採水した。 
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図１ 調査地点 

 

２）土壌 

土壌は，調査地点の 3 m×3 mの範囲を採取場所とし、縦 10 cm、横 10 cm、深さ 2 cmの

土壌を攪拌してから 50ml 容器に採取した。2回目以降は、この範囲内で重複しないポイント

から土壌を採取した。河川水中の土壌は，川岸から河川中央へ向かって約 1mの水中底土を攪

拌してから 50 ml容器に採取した。 

 
Ⅱ-3. 測定方法 

１）放射性セシウム濃度の測定 

 スクリーニングを目的とした測定には NaI(Tl)シンチレーション測定器を用いた。NaI(Tl)

シンチレーション測定器は，日立アロカメディカル社製 JDC-1712(3 インチウェル型検出器)

を使用した。測定領域は，厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」[6]に

準じて 540～840 keVとし、セシウム 134 及びセシウム 137 の合計を放射性セシウムの値と

した。なお、天然放射性核種由来の値は除外していない。 

土壌は， 湿試料のまま 10 mlのプラスチックチューブに入れ，7,200秒測定した。河川水，

水道水，湧水は 10 ml のプラスチックチューブに入れ，36,000秒測定した。測定値は各試料

中のセシウム 134 とセシウム 137 の存在比が同じとみなし，採取日に減衰補正した。また，

試料を 105 ℃で乾燥後，含水率を求めたうえで，乾燥質量当たりの放射性セシウム濃度を算

出した。一部試料は、ゲルマニウム半導体検出器(Canberra 製)によりセシウム 134 及びセシ

ウム 137 を測定した。 

 

２）空間放射線量率の測定 

 土壌の採取地点では土壌採取と同時に空間線量率の測定を行った。測定器はサーベイメータ



3 

 

（堀場製作所製 PA-1100 Radi）を用い、地上より約 1 mの高さで測定した。また，自動車に

サーベイメータを積載し、多摩川流域の幹線道路における空間放射線量率を平成 24年 5月 27

日に測定した。走行サーベイの測定器には、NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ（日立

アロカメディカル社製 TCS172）を使い、車内後席の窓際で地上より約 1.3 mの高さに設置し

た。測定値については車両による遮へいの補正を行った。位置情報は GPS により取得した。 

 

３）水質検査 

河川水、湧水、および水道水については、パックテスト法による簡易検査を行った。一部試

料は、（財）千葉県薬剤師会検査センターに委託し、水道法に定める水質基準に準じた水質検

査を実施した。 

 

Ⅲ．結果 

 

Ⅲ-1. 放射線量率の測定 

１）全川調査  

サーベイメータを車載し、多摩川沿いに千葉～新宿～八王子～奥多摩街道～羽村～奥多摩町

～丹波～大菩薩付近の空間線量率の走行サーベイを平成 24年 5月に実施したところ, 0.1μ

Sv/h以下であり、全地点においても 0.15μSv/hを超える地点はなかった（図 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 千葉県から奥多摩地域にかけての放射線量走行サーベイマップ 

 

(μSv/h) 
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２）調査地点の空間放射線量率の測定 

 多摩川流域の調査地点における空間放射線量率は 0.097~0.100μSv/h であり、特に高い地

点はなかった（表１)。       
       

表 1 空間放射線量率（平成 24年 10月測定、高さ１ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）関東と東北地方の空間放射線量の比較 

原子力発電所の事故の発生した東北地方において高線量の値である（図 3）。 

 

 

                   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 関東と東北地方の空間放射線量率 

測定日：平成 23年 9月 17日 

測定場所 空間放射線量率 (μSv/h) 

丹波山村 0.079 

奥多摩町 0.100 

羽村市 0.074 

大田区 多摩川大橋 0.056 

相馬市 

(0.56μSv/h) 

東京都江戸川

区(0.06μSv/h) 

伊達市霊山 

(0.65μSv/h) 

川俣町 

(0.43μSv/h) 

郡山市 

(0.50μSv/h) 
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Ⅲ-2.  河川水、土壌および飲料水の放射能濃度の測定 

１） 河川水および湧水の放射能濃度の測定結果は表 2のとおり、いずれも現在不検出であ

った。 

 表 2 河川水、湧水の放射能濃度 

 

採水箇所 放射性セシウム（134Cs+137Cs）濃度（Bq/kg） 

丹波山村 不検出 

奥多摩町 不検出 

羽村市小作 不検出 

羽村市羽村 不検出 

大田区 ガス橋 不検出 

大田区 多摩川大橋 不検出 

 

 

２）河川水中および河岸の土壌中の放射性セシウム（Cs134+Cs137）濃度 

NaI(Tl)シンチレーション測定器による測定では、調査地点の河川水中底土と河岸のいずれ

の土壌からも放射性セシウムが検出され，その濃度は、49 Bq/kg～637 Bq/kg乾土の範囲であ

った。調査地点の放射性セシウム濃度を図 4に示す。放射性物質濃度は上流域、中流域に比

較して下流域において少し高めである。上流域、中流域においては増減はあるものの横ばいで

あるが、下流域においては 2013年 10月には減少傾向がみえる。 

 

３）蛇口水の放射能濃度 

公園、民家などの蛇口からでる飲料水の放射性ヨウ素 131や放射性セシウム 134,137 は 

現在不検出（検出限界以下）である。しかし、災害直後には関東地域において水道水に放射性

物質が検出されている[8]。 

 

Ⅲ-3. 水質 

河川水については，当然のことではあるが上流域（奥多摩町）、中流域（羽村市）、下流域（大

田区）のすべてで、水道法に定める水質基準（以下、「基準」という）に適合しなかった。ま

た、蛇口からの水道水は基準に適合するが、湧水は上流域の一部を除いて、飲用井戸 10項目

の水質検査の基準に不適合だった(表 3)。 

 

表 3 湧水水質検査結果 

 

採水箇所 水質基準 

湧水１ 上流域 不適合 

湧水２ 上流域 適合 

湧水３ 中流域 不適合 

平成 24年 10月採水分析 
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水中の土壌 

河岸の土壌 

水中の土壌 

河岸の土壌 

水中の土壌 

河岸の土壌 

水中の土壌 

河岸の土壌 

水中の土壌 

河岸の土壌 
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Ａ Ｂ 
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Ｅ Ｆ 

試料採取日 

試料採取日 試料採取日 

試料採取日 試料採取日 

図４ 多摩川流域の土壌中の放射性セシウム濃度 

A: 丹波山村    B: 奥多摩町     C: 羽村市小作  

D: 羽村市羽村   E: 大田区ガス橋 F: 大田区多摩川大橋 
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Ⅳ. 共に学ぶ場の構築 

本調査・研究で判明した内容や、既に調査済みの各地での研究結果などを踏まえて、多摩川

流域の人々をはじめ、広く一般の市民に対して災害時における放射線に係わるテーマや安全・

安心な飲料用、医療および生活用水の確保策などについて、公開講座など体系的に共に学べる

場を設けてきた。 

市民講座は、「第一回：水から学ぶ健康の泉～河川環境と放射線～」、 「第二回：水環境の

安全・安心を共に学ぶ～放射線と健康～」、「第三回：健康への道しるべ！ 放射線と災害時の

生命の水 ～水環境の安全・安心を共に学ぶ教室～」のテーマで開催した。市民の放射線や水

環境についての関心が非常に高く、３回の市民講座いずれにおいても参加市民より多くの質問

や意見が出された（図 5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 八王子市市民講座の風景（平成 24年 07月 21日） 

 

 

当初、調査研究した結果を公開講座などの場で、出席された皆さんと共有していくことを想

定していた。しかし、採取や測定現場の付近の人々が興味深く問いかけてくれたり、係わりあ

ってくれる機会がたびたびあり、水環境に関心を持っていただけ、共に学ぶ青空教室  (奥

多摩町での実践)の開催（図 6）などへの波及成果が得られた。地元の人々が自らの眼で見、

また直接触って測定することなどにより、自分の身近な水源の状況を把握しておくことは、大

規模災害時における自助の第一歩と思われる。また、丹波山村より講演依頼をうけ、行政とと

もに学ぶ場として「多摩川・丹波山の水と放射線」～清らかな渓流の安全・安心を訪ねて～と

いう演題で講演し、さらに参加者と一緒に放射線測定・簡易水質試験の実習をした。この学習

会には住民の皆さんをはじめ役場の職員、先生方など 50名が参加された。 
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             図 6 自宅近くの湧水を自ら測定して、確かめて見る 

                  奥多摩町の皆さん 

 
Ⅴ．考察（Discussion ） 

現在河川水、湧水の原水や公園などの蛇口水からの放射性物質セシウム 134、セシウム 137、

および放射性ヨウ素 131 は不検出（検出限界以下）である[7]。飲料水の放射性セシウムの基

準値は平成 24年 4月 1日から 10 Bq/Kgと定められていることから、安全であると判断され

る。 

しかし、河川などの水中の土壌、および大雨などにより、やがて河川に流れ込むであろう付

近の河岸の土壌には放射性セシウム 134とセシウム 137の合計値で、1 Kgあたり数十から三

百ベクレル程度が NaIシンチレーション測定器（簡易測定法）で検出されている。このため、

今後も水環境に影響を及ぼすと思われることから、推移を把握しておく必要がある。また、土

壌の状態は、上流域で粒度が粗く、下流域にいくほど細かい泥状になっている。放射性セシウ

ムは細かい粒子に強く結びついていると考えられ、この土壌の状態が放射性セシウム濃度の違

いに関与していることが示唆される。なお、大規模災害時に飲用や生活用水として役立つ湧水

の水質は、３か所中２か所で水質基準に適合していないので、今後、災害に備え適正な管理が

望まれる[8]。 

本調査・研究で判明した内容や、既に調査済みの各地での研究結果などを活用して、多摩川

流域の人々をはじめ、広く一般の市民に対して、災害時における放射線に係わるテーマや安

全・安心な飲料、医療および生活用水などについて、公開講座など体系的に共に学べる場を、

引き続き設けていくことが求められる。併せて、これらの成果を生かして次世代を担う若い人

たちに対して災害、医療や生命に必須の水という観点から伝えていくことも重要となる。 
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（研究助成・学術研究ＶＯＬ．４３―ＮＯ．３０９） 
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